
令和３年度から、災害発生時に障害福祉サービス事業所等の被災状況を国や自治体と情報共有するためのシステム「障害者支援
施設等災害時情報共有システム」の運用が開始されます。災害発生時における被災状況等を迅速に把握・共有し、事業所等への迅
速かつ適切な支援につなげることを目的としています。 ※災害時情報共有システムは一般には非公開です。

災害時情報共有システムの運用にあたっては、平
時から事業所の緊急連絡先等の登録が必要です。登
録方法については、別途ご案内しますので、システ
ムへの情報登録にご協力をお願いいたします。

障害者支援施設等災害時情報共有システムの運用について令和３年4月～
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②メールに記載されているURLにアクセス
し、被災状況について報告をお願いします。

「被害あり」を選択すると詳細な被害状況
報告項目が表示されるため、各項目を
必要に応じて選択⼊⼒してください。

⼊⼒が終わりましたら「登録」ボタンを
押し、報告完了となります。

①対象となる災害が発生した場合は、緊急
連絡先として登録したメールアドレス宛に、
ＷＡＭＮＥＴより左記のようなメールが届き
ます。

３．災害時の被災状況報告イメージ

【アクセスURL先画面】

（参考）障害者支援施設等災害時情報共有システム関係連絡版（施設向け）
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/saigaisysshofuku/jigyo/


